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            主     文 

       本件上告を棄却する。 

            理     由 

 弁護人大熊裕起，同坂根真也の上告趣意のうち，憲法１３条，３１条，３６条違

反をいう点は，死刑制度がこれらの規定に違反しないことは，当裁判所の判例（最

高裁昭和２２年（れ）第１１９号同２３年３月１２日大法廷判決・刑集２巻３号１

９１頁，最高裁昭和２６年（れ）第２５１８号同３０年４月６日大法廷判決・刑集

９巻４号６６３頁，最高裁昭和３２年（あ）第２２４７号同３６年７月１９日大法

廷判決・刑集１５巻７号１１０６頁）とするところであるから，理由がなく，憲法

３８条違反をいう点は，記録を調べても，被告人の捜査官に対する供述の任意性を

疑うべき証跡は認められないから，前提を欠き，その余は，憲法違反をいう点を含

め，実質は単なる法令違反，事実誤認，量刑不当の主張であり，被告人本人の上告

趣意のうち，憲法３８条違反をいう点は，被告人の捜査官に対する供述の任意性を

疑うべき証跡が認められないことは前示のとおりであるから，前提を欠き，その余

は，判例違反をいう点を含め，実質は単なる法令違反，事実誤認，量刑不当の主張

であって，いずれも刑訴法４０５条の上告理由に当たらない。 

 なお，所論に鑑み検討しても，刑訴法４１１条を適用すべきものとは認められな

い。 

 付言すると，本件は，確定裁判前の詐欺の事案のほか，被告人が，(1) 自己が

実質的に経営していた産業廃棄物収集運搬会社の従業員らと共謀して行った，偽装

交通事故による保険金詐欺等１１件の詐欺（うち１件は未遂），電磁的公正証書原

本不実記録，同供用，威力業務妨害の事案，(2) 上記偽装交通事故の加害者役の
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Ａを殺害し，その死体を遺棄した事案，(3) 上記会社の従業員１名と共謀の上，

上記詐欺事件において書類作成等に関与した税理士であるＢを殺害し，その死体を

遺棄した事案である。 

 量刑上重要な上記(2)，(3)の各殺人，死体遺棄の事案についてみると，被告人

は，上記偽装交通事故の関与者のうち，上記会社の従業員ではないＡについては信

用できず，Ａの言動から保険金詐欺事件が捜査機関等に発覚しかねないなどと考え

て，Ａを殺害しようと企て，上記(2)の犯行に及んだもので，犯行の動機に酌量の

余地はない。筋ジストロフィーにかかり体力の劣っていた被告人は，Ａを産業廃棄

物の処分作業に単独で従事させて殺害の機会を作り，睡眠導入剤を摂取させて抵抗

力を奪った上，後ろ手に手錠をかけて産業廃棄物を焼却中の穴に落とし，その後，

穴からはい上がったＡを普通乗用自動車のトランク内に入らせ，同所に横たわって

いる同人の右側頸部を手指で強く圧迫して窒息死させたもので，殺害の態様は冷酷

かつ非道であり，また，情を知らない上記会社の従業員をして，上記車両ごと産業

廃棄物処分場の穴に埋めさせるという死体遺棄の態様も悪質なものである。さら

に，被告人は，上記会社の監査役を務めていた税理士のＢが，被告人から借り受け

た金を返済せず，更に被告人に借金を申し込むなどしたことから，同人に対して立

腹するとともに，その態度から，Ｂが被告人の犯罪行為等を警察に口外するおそれ

があるとの危機感を抱き，口封じのためにＢを殺害しようと決意し，それとともに

Ｂに掛けた生命保険金も詐取しようと考え，上記会社の従業員である共犯者と共謀

して，上記(3)の犯行に及んだもので，その動機に酌量の余地はない。被告人ら

は，誘い出したＢの身体を木板に粘着テープで縛り付けた上，仰向けの状態で地面

に横たわらせ，普通貨物自動車を低速度で走行させてその胸部付近を２回にわたっ
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てひいた後，それによりひん死の状態に陥ったＢをビニールシートで包み電気コー

ド等で縛った上，回転板式ごみ収集車の積込み装置の中にかき込ませ，外傷性一次

性ショックにより死亡させたもので，殺害の態様は残忍かつ冷酷なものであり，ま

た，同車からＢの死体を廃棄物と共に処分場の穴に投棄するという死体遺棄の態様

も悪質なものである。このように，２名の被害者の生命を奪った結果は重大であ

り，各遺族の処罰感情は厳しく，かかる犯行が社会に与えた影響も大きい。 

 被告人は，少年院に２回入院し，成人後３回も服役しながら，短期間のうちに，

自ら主導して詐欺等の犯行を繰り返して多額の金員を入手し，さらに，その関係者

２名に対する殺人，死体遺棄の犯行を重ねたもので，その犯罪性向は拡大，深化し

ている。そうすると，被告人が一定の反省の情は示していること，遺族から受け取

りを拒まれた約４６万円をしょく罪寄附していること，被告人の病状等の酌むべき

事情を考慮しても，その刑事責任は極めて重大であり，上記(1)ないし(3)の事実に

ついて被告人を死刑に処した第１審判決を維持した原判断は，当裁判所もこれを是

認せざるを得ない。 

 よって，刑訴法４１４条，３９６条，１８１条１項ただし書により，裁判官全員

一致の意見で，主文のとおり判決する。 
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